
（5月号）  

ある区分所有者に対して有す  

る管理費及び特別修繕費とし  

ての債権雇5年間の短期消滅  

時効に該当としましたので、  

長期の未払いは最低でも5年  

分につき責任が承継されます。  

修繕積立金の  

必要経費算入  

ヨン管理剋l合に支払   

．伊綺横立金は将来の大  

規模修繕に備えた積立金で、  

毎月管理費と一緒に支払いま  
す。  

伊l羊．方面有法の針粂によ  

ると、その中再マンショ  

ンの買主にも滞納管理費・俸  

給積立金負担尭頗が生ずるこ  

とになっています。もちろん、  

管理費等を滞納した躾本人は、  

本来の債務者として文机義超  

がありますが、中古マンショ  

ンの買主にも支払義務が法的  

に発生するのです。  

て、中古マンション取得  

時に支払う滞納の管理  匡】  

費・修繕橋立金の必要軽費性  

についてですが、金額が多頼  

のケースが多く、これはその  

王ま軽費井人というわけには  

いきません。同定資産税等の  

口制計算負担額と同じように  

取得価額を構成します。  

園 
費とせずに、前払費用などと  

していた場合には、管理組合  

が実際に体積したときの必要  

軽費にするか、或いは、その  

マンションを譲渡するような  

ときにイく動産所得の金額の計  

算上必要軽削こ貴人します。  

これについては国税省判所の  

裁決例があります。  

匡】  
ンションが貸付用の場合、  

名前が積立金とあります  

し、修措費用の発生が将来の  

ことなので、 一見必要軽費に  

ならないのではないかと思わ  

れますが、管理組合への債務  

確定年分に必要軽凱こ算入し  
てよいことになっています。  

前払費用などとしなくてもよ  
いということです。  

匡］  

の区分所有法8粂の効力  

は競売の場合にも有効で  

す。担保されていた・般債権  

は観売により消滅するのです  

が、滞納管理費・修繕穣立金  

については、髄売により落札  

した新しい所有者にも引き続  

き鬼任を負わせます。  

劫について、平成16年4  

月23［1の最高裁判決はマ  

ンノヨン管理組合が組合員で  

こで一つ気をつけなくて  

はならないのは、中古マ  

／こ／ヨンを購入した場合の、  

売主が修繕積立金を滞納して  
いたときの取扱いについてで  

す。  
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（〕4月分源泉所得税の納付（特例適用   
者を除く）  

○特別よ兼所得者の承故中濃  
○：i月決算法人の確定申告  
09月決算法人の中間（予定）申告  
（⊃所得税確定申告の延納申請分の納付  

○一1月分銅人住民税特別徴収分の納伝  

03月決算法人の確定申告  
09月決算法人の中間（予定）申奮  
○鉱区税の納付  
OEl動革税の納付  

★法人税予定納税扱が10万円以下は申告省略です∪  


